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凡例時日時　場会場　内内容　師講師　対対象　定定員　￥費用　申申し込み　問問い合わせ　Wウェブサイト　子子ども・子育て世帯対象　高高齢者対象

〈9面から続く〉

休日・土曜日・平日夜間などの診察・調剤案内ほか� ※事前連絡が必要です

内科・
小児科

鷹番休日 
診療所

（土）17：00～21：30
（休）9：00～11：30、13：00～21：30
鷹番2－6－10　目黒区医師会館別館内

☎3716
－5311

中目黒休日
診療所

（休）9：00～11：30、13：00～16：30
上目黒2－19－15　総合庁舎別館内

☎5721
－6110

八雲休日 
診療所 

（6年2月25日
まで）

（休）9：00～11：30、13：00～16：30
八雲1－1－8　
区民キャンパス　心身障害者センター内

☎5701
－2492

小児科
平日夜間 
小児初期 
救急診療

祝・休日を除く（月）～（金）
19：30～22：15
大橋2－22－36
東邦大学医療センター大橋病院内

☎3468
－1251

医療を探す 東京都医療機関案内サービスひまわり
☎5272－0303（24時間受け付け）

調剤

鷹番薬局
（土）17：00～22：00
（休）9：00～22：00
鷹番1－7－11　クレール鷹番101

☎3792
－6260

中目黒休日
調剤薬局

（休）9：00～17：00
上目黒2－19－15　総合庁舎別館内

☎3792
－6190

八雲休日 
調剤薬局 

（6年2月25日
まで）

（休）9：00～17：00
八雲1－1－8　区民キャンパス　�
心身障害者センター内

☎5701
－2587

歯科
9：00～11：30、 

13：00～16：30

12月3日（日） 奥居歯科
青葉台1－30－11－3階

☎5724
－5724

12月10日（日） 岡崎歯科医院
目黒本町1－15－21－2階

☎3712
－8021

医療の相談 区内診療所の相談・苦情ほか
医療相談窓口専用電話　☎5722－6852

子

新型コロナ
ウイルス 
感染症

一般相談、医療機関の案内、自宅療養者からの健康相談
東京都新型コロナ相談センター
ふ0120－670－440（無休。24時間）
電話での相談が難しい場合はＦ4510－4515

ワクチン接種についての問い合わせ　※12月28日で終了します
目黒区新型コロナワクチン接種コールセンター
ふ0120－102－654、Ｆ5722－7048
（月～土曜日8：30～17：00。祝・休日を除く）

申区W（コード⓰）、また
は封書に「地域公共交
通会議委員応募」と明
記し、作文（応募動機
と地域公共交通についての私の意

はじめての歯みがき練習
時6年1月10・17・31日の水曜日9：
30～11：00（1組20分程度）
場総合庁舎本館3階保健予防課、碑
文谷保健センター（碑文谷4－16
－18）。居住地により異なる
内歯科衛生士が教える歯磨きのポイ
ント
対歯が8本程度生えてきた、10カ月
～1歳5カ月の乳幼児と保護者
定各3組（先着）
申12月4日から、電話で、保健予防課
保健サービス係（☎5722－7057、
Ｆ5722－9508）、碑文谷保健セ
ンター保健サービス係（☎3711
－6446、Ｆ5722－9330）へ

精神保健講演会 
「統合失調症について知ろう！
～統合失調症の理解と対応」

時6年1月11日（木）14：00～16：00
場碑文谷保健センター（碑文谷4－
16－18）
内統合失調症の病態、症状、診断、
治療の理解と家族の対応方法
師東京都立松沢病院精神科医長　陶
山満雄氏
定30人（先着）
申12月4日から、電話で、碑文谷保
健センター保健サービス係（☎
3711－6446、Ｆ5722－9330）
へ。保育（4カ月以上の未就学児
＝先着5人）希望者は12月22日ま
でに予約

人材募集

地域公共交通会議委員
任期　6年3月1日から2年間（年2回
程度）　勤務内容　地域公共交通に
関する事項などの協議・合意形成　
応募資格　3月1日現在、区内に住
民登録があり、引き続き3カ月以上
居住する78歳以下のかた（当委員経
験者・区の公募委員・区職員を除�
く）　募集人数　男女各1人　報酬　
1回5千円

子

⓰

人権擁護委員・岩崎保さんの
功績に法務大臣表彰
　人権擁護委員として永年の貢献と
功績がたたえられ、10月23日に法
務大臣より表彰状が贈られました。
問人権政策課人権・同和政策係（☎
5722－9214）

保健衛生

健康づくり健診
時12月22日（金）8：45～10：30
場総合庁舎本館3階保健予防課
内身長・体重・血圧測定、尿・血液
検査
対1年以内に同健診を受けていない
16～39歳の区内在住者
定50人（先着）
￥健診料500円（生活保護受給者な
どは無料）
申12月1日から、区W（コ

ード⓮）で、保健予防
課保健管理係（☎5722
－9396）へ。保育（5
カ月～3歳未満）希望者は申込時
に予約

みんなの栄養相談
❶食生活・糖尿病・高血圧・脂質異 

常症などの生活習慣病の栄養相談
時12月21日（木）①9：15②10：15
③11：15から（各30分程度）
定各2人（先着）
❷乳幼児の食事相談
時12月21日（木）①13：15②14：15
③15：15から（各30分程度）
対乳幼児の保護者
定各1人（先着）
●❶●❷共通
場碑文谷保健センター（碑文谷4－
16－18)
申❶は電話、❷は区W（コ

ード⓯）で、12月4～
15日に、碑文谷保健
センター保健サービス係（☎3711
－6446、Ｆ5722－9330）へ

⓮

⓯

知っていますか？　
国民健康保険の正しい使い方

　車や自転車等による交通事故、飼い犬にかまれた、暴力を振る
われたときなど、第三者から被ったけがの治療を国民健康保険で
受ける場合は、国保年金課給付係に連絡の上、届け出をしてくだ
さい。医療費（保険者負担分）は、加害者負担となるため、国民健
康保険（区）が後日、加害者に請求します。

交通事故などによるけがの受診は届け出が必要です

　保険証が使用できない診療があります。受診した場合、医療費（保
険者負担分）を返還していただきますのでご注意ください。

問国保年金課給付係（☎5７22－9811、Ｆ5７22－9339）

次の場合、国民健康保険での診療は受けられません
・�けんかや泥酔などによるけがや病気
・�予防接種、正常分娩、人間ドック、美容整形、歯列矯正、単なる
肩こりや筋肉痛による施術など、けがや病気の治療でないもの
・仕事や通勤中のけがや病気
　→労災保険の適用となります

訂正とおわび
　めぐろ区報11月15日号（印刷
版）の1～3面に掲載の、障害者雇
用に力を入れるAKKODiSビジネ
スサポート株式会社の活動紹介の
記載内容に誤りがありました。

〈2面〉
・�一緒に働くかたの肩書が「上司」
「同僚」となっていますが、正
しくは全て「ジョブコーチ」です。
・�ジョブコーチと行う面談は、「月
2回」と記載されていますが、
正しくは「定期的に振り返りを
行う」です。

〈3面〉
・富田さんを担当するジョブコー
チの人数が「6人」と記載され

ていますが、正しくは「7人」
です。

・AKKODiSビジネスサポート株
式会社の荻野さんのコメントも
一部訂正があります。

　正しい内容を掲載し
た広報紙は、区W（コ
ード⓱）でご覧になれ
ます。
　また、めぐろ区報11月15日号
（電子書籍版を含む）4面に掲載し
た、障害者週間関連イベント内の
めぐろふれあいフェスティバル
（12月9日開催）の会場に誤りがあ
りました。正しくは、「中目黒GT
（上目黒2－1－3）」です。おわび
して訂正します。

⓱

見。800字程度）、記入例❶～❻
と生年月日を書いて、12月15日
（必着）までに、総合庁舎本館6階
みどり土木政策課地域交通係（☎
5722－9550）へ郵送または持参


